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いわき市地域自立支援協議会議事録 

会 議 名 平成26年度 第１回 いわき市地域自立支援協議会 

日  時 
平成26年５月31日(金) 

14:00～16:00 
場  所 総合保健福祉センター３階 健康学習室 

出 席 者 

【項目】 【氏名】 【所属・職名】 

学識経験者 

 

障がい者福祉団体 

 

 

 

障がい者福祉施設等  

 

 

 

障がい者関係機関等  

 

 

 

市民代表 

いわき市役所 

相談支援事業所等 

 

山本 佳子 

関 晴朗 

森田 千鶴子 

石井 静子 

古館 信義 

豊田 正勝 

鈴木 繁生 

海野 洋 

松﨑 有一 

菅原 隆 

瀬戸 良英 

鹿目 敦子 

三品 暖 

佐藤 裕之 

石井 キヌ 

事務局 

事務局 

 

いわき明星大学人文学部心理学科 准教授【副会長】 

（独）国立病院機構いわき病院院長 

いわき市手をつなぐ育成会 

いわき聴力障害者会副会長 

いわき市身体障害者福祉協会会長 

いわき市腎臓病患者友の会 

いわき地区障がい者福祉連絡協議会 

社会福祉法人いわき福音協会理事長【会長】 

社会福祉法人誠心会理事長 

社会福祉法人希望の杜福祉会常務理事 

福島県立平養護学校長 

福島県立いわき養護学校校長 

平公共職業安定所就職促進指導官併任上席職業指導官 

社会福祉法人社会福祉協議会生活支援課長 

いわき市ボランティア連絡協議会 

いわき市障がい福祉課（課長、主幹、事業係長、事業係） 

特定非営利活動法人 そよ風ネットいわき 

いわき市障害者生活介護センター 

相談支援事業所 ふくいん 

スペースけやき 

地域生活相談室 せんとらる 

いわき地域療育センター 

いわき母子訓練センター 

ライフサポートセンター「ゆう・ゆう」 

欠 席 者 

学識経験者 

障がい者福祉団体 

 

障がい者福祉施設等  

障がい者関係機関等  

田子 久夫 

鈴木 タカ子 

根本 徳一 

佐川 健一 

本田 隆光 

舞子浜病院名誉院長 

いわき市盲人福祉協会 

いわき市精神障害者家族会 ふれあいの会会長 

社会福祉法人育成会理事 

いわき障害者就業・生活支援センター 統括管理者 
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配布資料 

平成26年度第１回地域自立支援協議会次第 

平成26年度第１回地域自立支援協議会資料 

資料１ 専門部会等における平成26年度の取り組みについて 

資料２ 第４期いわき市障害福祉計画の策定について 

〇資料2-1 「第４期いわき市障害福祉計画」の策定について 

〇資料2-2 第４期いわき市障害福祉計画策定スケジュール（案） 

〇資料2-3 第４期障害福祉計画において数値目標を定める事業について 

 （別添資料） 

  ・「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の 

   提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保す 

   るための基本的な指針」の一部改正について 

  ・地域生活支援事業に係る障害福祉計画の作成について 

  ・障害福祉計画策定に係る実態調査及びPDCAサイクルに関するマニュアル 

 （参考資料） 

  ・いわき市地域自立支援協議会設置要綱 

  ・いわき市地域自立支援協議会について 

  ・委員名簿 
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○ 平成26年度第１回地域自立支援協議会 

 

 Ⅰ 開会 

  

 Ⅱ 会長あいさつ 

 

 Ⅲ 議事 

 

議   長  それでは、早速、議事に入りたいと思います。まず専門部会等

における平成 26年度の取り組みについてという事で説明をお願い

します。 

事 務 局 （資料に基づいて説明） 

議   長  ありがとうございました。部会からの一括説明という事で各部

会におきましても、それぞれ現実的な非常に大切な課題ばかりな

のですけれども、今ありました中でご意見、確認したい事などあ

れば発言をお願いいたします。 

委   員  26 年度当初の計画なのですが、ちょっとイメージが掴めないの

は、例えば、地域生活支援部会で「短期入所について」という項

目があって、これはどういう所に着眼点を置くのか。さらに、権

利擁護支援部会では、居住サポート事業から保証に関する事でい

ろいろ出てきたと思います。これについては何度かいろいろと議

論はされてきていると思うんですが、到達点がよく見えないとい

う所があります。議論だけで終わりなのかな、と思うんです。で

すから、その辺をどう考えておられるのか。それから、通勤・通

学等の移動の手段についてなのですが、今までもいろいろと議論

されてきたと思うのですが、いわゆる移動支援事業を使う事によ

って、つまりヘルパーを使うかどうかという問題があるんですが、

ヘルパー事業の方では、移動支援をやればやるほど赤字になると

いう実態がある。そうすると、本当にそういう事でヘルパーさん

たちが支援できるのかという大きな問題があると思います。さら

に、就労支援部会では、ちょっとイメージが分からないのですが、

新規で「企業からの支援について」とありますが、このあたりの

説明をいただければと思います。 

議   長  ありがとうございました。それぞれ各部会の方からご説明を願

いします。 

委   員  いまご質問がありました、まず 1 点目、短期入所についてはど
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のようなことを今後地域支援部会の中で扱っていくのか、という

ことになるかと思いますが、その点につきましては、今回新規で

あがってきた課題ですから、まず実態調査の方が必要になってく

るかと思います。それで地域支援部会では、これまでは委託相談

事業所が中心となって構成メンバーを作っておりました。しかし、

このメンバーだけでは検討できないのではないかということで、

短期入所の課題を検討するにあたっては、メンバーを募って、新

しい構成メンバーで検討したいと考えております。そして、まず

課題の抽出という形でアンケートなどの方法が考えられますが、

どのような課題、どのような対処方法があるのかという事で、そ

れをまず抽出してから、という事になるかと思います。２点目は、

障がい者の移動に関して、昨年度から継続して検討している課題

となっておりますが、25 年度につきましては、まずアンケート調

査をして、次に集計し、現在は、部会としての考察を加えている

ところでございます。26 年度につきましては、それをもとに全体

会議等で問題提起ができればと考えております。課題に対する今

後の取り組みについては、実際、先ほど委員からお話があった通

りで、やればやるほど赤字の事業である、というのは実際感じて

いるところですが、ただ、他の自治体等で成功している事例もあ

ると思うんです。そういう所を組み入れて、いわき市としてどの

ような取り組みができるかという結論を考えて全体会議に提案し

たいと考えております。 

権利 擁護  「地域における保証機能について」という所に、昨年度までは

居住サポート事業については、地域生活支援部会で取り扱っては

いたのですが、なかなか進んでいないという現状があったという

ことと、昨年度は権利擁護支援部会の中で、保証機能についての

勉強会を行ないました。その中で、保証人という枠の中で、居住

に関する保証人の部分も含めて、いわき市における保証機能の中

でカバー出来るのではないか、という話も出てきております。な

ので、居住に関しての保証人、又は雇用契約に関しての保証人な

ど、いろいろなケースがあるかとは思うのですが、それらを含め

た全体をいわき市としてどのような保証機能の仕組みを作れるか、

というところを今年度は、まとめて検討していこうと考えており、

26年度の取り組みとしてあげております。 

就労 支援  「企業からの支援」、ということで今回から部会のメンバーとし

て職親会さんが入ったという事もありまして、企業者側からの視
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点で、例えば、定着状況等に対して、企業の方からの助言等をし

てもらうという事がまず第１点です。もう 1 点は、法定雇用率の

未達成企業等への配布のため、障害者雇用の支援に関するリーフ

レット作成の素案を、今年度は作る事になっております。それに

対する企業側からのアドバイス等は、求めていく予定でおります。 

議   長  ありがとうございました。先ほどの保証人の関係、特に社協（社

会福祉協議会）の中において保証機能を持つような事業をスター

トさせる、というお話があって、この事については権利擁護の関

係で、新規で取り組んでいくのか、保証機能についてはこれから

検討するという事になっており、これはいまだ検討の段階なので

しょうけど、市として連携した形で動くのか、それとも社会福祉

協議会、あるいは、その他の団体が機能を持つと考えているのか、

わかる範囲で説明をお願いします。 

事 務 局  まだそこまでの具体的な検討には至ってないところだと思いま

すので、皆さんの方にもお示しできるようなタイミングを待って、

話をしたいと考えております。また、今、お話をいただきました

短期入所や保証機能、移動支援や就労支援等の課題、それぞれの

課題も具体的に充実を図っていければいいのですが、例えば、そ

れには移動支援の問題であれば、単価の問題があり、保証機能の

問題であれば、それに準ずる組織のしくみ作りとか、大きな課題

等もありますので、それは各部会での検討と同時に私どもの中で

も関係者との協議を図りながら、その課題のクリアするべきとこ

ろは見えてきているかな、と思いますので出来る範囲で進めてい

きたいなと考えております。また、部会の皆さまにはいろいろな

面で、現場作業での課題を抽出していただきながら、歩調を合わ

せて取り組んでいきたいと思っているところでございます。 

委   員  会長のあいさつの中にも出てきた PDCA（サイクル）の問題があ 

      ります。ですからこの計画は、26年度に実行する予定にしている 

      部会の中身について必ず PDCAの手法を使っていただいて、中間報 

      告等ですり合わせをお願いしたい。 

委   員  地域生活支援部会の方で、世話人の援助技術の向上について研

修を行ったり、世話人の養成を行ったり、質の向上に対する取り

組みというのは、大変評価できるのですけれども、メンバーから

お話を聞くと、（ヘルパーを提供する）量の方が、圧倒的に不足し

ているということをよく伺います。世話人さんになってくれる方

がいない、というお話もよく聞くのですけれども、その現状と実
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態について何か分かっていることがあれば、お話しいただけたら

と思います。もう 1 点は、就労支援部会の方で、就労継続支援 B

型事業所連絡会というのが課題にあげられていますけれども、以

前から県の授産事業振興会のような団体もあります。目的とか似

通ったところもあるのかな、と思うのですが、（これらの団体と）

連携をとるということは考えているのでしょうか。 

委   員  地域生活支援部会における世話人の課題、また、質の向上には

成功しているが、その現状と実態について。それから、就労継続

支援 B 型事業所連絡会の件について、担当部会の方から説明をお

願いします。 

地域 生活  世話人の育成、質の向上という事で、どのような取り組みを行

っているか、または、現状はどのような事かとの点について、回

答をさせていただきます。昨年度は、研修会を 3 月に予定してお

りましたが、講師の先生の都合で中止となりましたので、6月に実

施する予定です。一昨年度も世話人研修会を開催し、100人程度の

参加をいただき、現在世話人として働いている方の育成を図って

いるところであります。現状として、まずホームの不足、世話人

の不足は、現状としてみなさんご承知の通りだと思います。また、

26 年度の法改正の中で、グループホーム一元化に伴いまして、夜

勤体制と宿直の違いも明確にされ、そちらでも世話人さんの身分

保証についてうたわれている内容になっているかなと思います。

実際問題として、部会の中でも世話人さん自身の高齢化というの

が一番の課題になってきております。なり手がいらっしゃらない

が故に、今までやってこられた方に継続してお願いしている、と

いうのも１つの課題になっているのかなと思います。その点も踏

まえまして、６月にグループホーム学会から講師の先生をお招き

して、研修会を開催し、勉強する機会を継続して設けていきたい

と考えております。 

就労 支援  県の授産事業振興会ですけれども、就労継続 B 型事業所連絡会

にも入っていただき、昨年度から協議に参加していただいており

ます。連絡会では SNS サイトを立ち上げており、そちらの方にも

参加して協力していただいております。また昨年は、障がい福祉

課の協力を得て、研修会の開催も行っております。 

議   長  世話人の課題については、各分野等で不足しておりますので、

頭の痛い問題ですけれども、地域移行を進めるという国の施策や

方向性があり、その事を踏まえれば踏まえるほど予算の関係、ヘ
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ルパー関係もそうですが、非常に不足していることがあります。

また、もう１点は、高齢化の問題であります。これは考えてみま

すと、１つの事業所の力では限界があるのかな、という思いもあ

ります。ですから、これからどういう形で解消していくのか、ど

ういう方策があるのかということを、部会できちっと議論して全

体会議の中で皆さんに周知をしてもらうことで、いろいろな議論

に入れるのかなと思います。 

委   員  もう１つだけお願いがあるのですが、今回クレハが特例子会社

を 7 月にオープンする予定になっております。やはりそういうよ

うな大企業に、特例子会社等の推進をぜひお願いしたい。これは

就労支援部会ばかりではなかなか難しいと思うのです。ですから、

商工労政とか職安の方とか、そういう人たちと連携を取りながら

ぜひ推進を進めていただければ有り難いと思います。 

委   員  先日、自立支援協議会の就労支援部会でもお話させていただい

たのですが、今回クレハさんが、特例子会社を 7 月 1 日に、正確

に申し上げますと特例子会社の設立を目指した事業所を立ち上げ

る。最終的には、近いうちに特例子会社として認めていただいて、

そこで障がい者の福祉雇用を推進する、ということになっており

ます。そこで私どもの方でも陰ながらお手伝いをさせていただい

た所です。今、いわき市の中でこういった特例子会社、何か所か

はすでに始まっているところもございます。そのような情報を私

どもの方から各方面に発信させていただき、障がいのある方の雇

用の推進に努めてまいりたいと考えております。この情報の発信

の場というのはいろんな場面がございます。もちろん私どもの方

で、障がいがある方の雇用率の未達成企業さんを訪問させていた

だいております。そういったところにご案内するという方法も、

もちろんとっておりますが、それ以外にも今までより幅広く関係

機関との連携を深める中で情報発信をさせていただき、いわき市

において障害のある方々の雇用の推進に努めていきたいと考えて

おります。 

議   長  ありがとうございました。計画相談については、過去いろいろ

な形で議論されてきました。なかなか計画相談をやってくれる事

業所が見つからない、という問題もあって、利用者が見つけるこ

との難しさ等もあったのですが、その状況について、どうでしょ

うか。わかる範囲で結構ですので、計画相談の状況について、事

務局の方でお話をしていただければと思います。 
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事 務 局  計画相談支援の現在の状況は、全国的な傾向として、計画相談

支援は、24年度、25 年度、26年度と 3か年をかけて全ての利用者

に計画相談支援をつけていく、という事が法律で求められており、

厚生労働省でも、たびたび通知等を発しながら、自治体の方に取

り組むよう求めてきているところでございます。市でも、3か年の

中で、取り組んでいただけるようにという事で、各事業所の皆さ

まの方にもいろいろ重ねてお願いをしてまいりまして、おかげさ

まで現在 15事業所が特定計画相談支援の指定を受けていただいて

おります。その他にも、各地区保健福祉センターの窓口等におい

て、なかなか計画相談支援の事業所が見つからないという方には、

セルフプランの作成支援を案内しております。その２つを合わせ

る事で、県内でも、また全国的に見ても、（計画作成者の割合は）

上位の方に位置しているような状況にあると受け止めております。

正式な数などはないのですが、だいたい今のところセルフプラン

を含めますと、サービス利用者の中で 4 分の 3 くらいの方がプラ

ン作成ができております。基本的には、更新とか新規の相談など

の際に対応しておりますので、今年度もそういった形で対応を続

けていければ、かなりの利用者の方のプラン作成ができるのでは

ないかと考えておりますが、その一方で、各事業所の皆さまの方

にも非常に負担になっていると専門部会の方でもよく聞かれてお

りますので、新しい事業所さんに協力のお願いをするとか、また

夏ごろに県の方で研修を行いますので、いわきでも開催してほし

いという事は、私どもの方からお願いはしておりますが、まだ現

段階では叶っておりません。そういった問題等も含めまして、県

ともよく協議をしながら相談支援に従事する方の充実とか、単価

の問題の要望ということを、国などに求めておりますので、市と

しても出来る範囲で対応していきたいなと考えているところでご

ざいます。 

委   員  サービス利用計画作成の件なのですが、サービス利用計画を作

成する時期が集中しているという話を聞いているんです。例えば、

3月とか 9月とか、時期が集中していて、担当者の方はかなりキツ

イ状況だというお話がありますので、できましたら地区センの方

でスパンを長くしながら、均していくような方法は、お願いでき

ないかなと思うんですがこの辺はいかがでしょうか。 

事 務 局  只今の件につきましてはどのような形でそういった平準化が図

れるかといったことを、市の中でよく協議をしながら進めていき
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たいと考えております。一方で更新時期の問題等もありまして難

しい所もあろうかなと思ってはおります。そういった場合どうし

てもセルフプランでの対応という事が一方であろうかなと思うの

で、一度何か繋ぎを取れるような対応が出来るのかとか、そうい

ったきめ細かい面での検討をしながら今後取り組んでいく必要が

あるのかな、と考えております。 

委   員  計画相談についてなんですけれども、●●委員がおっしゃられ

たように介護保険の方でも平準化が図られているような、誕生月

で更新するという方法もあるので、ぜひ検討していただけたらな

と思います。セルフプランという話が出ていますけれども、国の

方針が変わって、いわき市でもセルフプランを行う際には地区保

健福祉センターの担当職員、つまりセルフプランを作るお手伝い

をした職員が、家庭訪問を行うように運用指針が変わったかと思

うのですが、知的障がいがある方とかでご家族が自分の通われて

いる事業所に相談してセルフプランを作った際に、家庭訪問とい

うのは一体だれが行うのか。居宅を訪問するというのはとても大

事な事で、そのご自宅でどういった形で生活されているのかとか、

稀にやはり虐待というものもあったりしますから、自分だけで、

また通っている事業所の協力も得てセルフプランを作った場合に、

誰もそこの家庭を訪れないという事では問題あるかなと思いまし

たので、セルフプランを作成した際に、家庭訪問はどなたが行う

のかという事をお聞きしたい。 

事 務 局  只今の件につきましても、基本的にセルフプランで対応してい

る方については地区センターの窓口にプラン等を提出することに

なりますので、地区センターで把握しているとのことで、今回の

国の通知等を踏まえまして、地区センターの方にそういった際の

家庭訪問といったことも依頼したところで、地区センターが今後

対応して行く事になろうかと思います。ただ一方で、関わってい

る事業所さんの方から何か情報などがありましたら、その辺も地

区センターの方に情報提供していただけるとない連携が図れ、助

かる、と思います。 

議   長  いろいろご意見いただきました。それでは次に移りたいと思い

ます。続きまして協議事項、第４期いわき市障害福祉計画の策定

について、という事で事務局からお願いします。 

事 務 局 （資料に基づき説明） 

議   長  ありがとうございました。計画の策定について説明いただきま
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した。今回は報告というより説明という事で次回から本格的なヒ

アリングを行って数値目標を出すという事になるかと思うんです

が、何か内容について確認したい事、質問等あればお願いします。 

委   員  平成 25年度 10月 11日にいわゆる地域生活支援拠点の議論が出

てまいりまして、障害福祉圏域に 1 か所、できましたらいわきは

広域なので 1 か所ではなく数か所という事も検討していただくと

ありがたいなと思います。これから施設等の議論になるかと思う

のですが、そういう事も念頭にいれた素案作りをお願いしたい。 

議   長  ありがとうございました。地域生活支援拠点、確かにいわき市

は広域なので 1 か所ではどうか、という事であります。事務局か

らお願いします。 

事 務 局  委員の方から出された件につきましても今後自立支援協議会の

中での検討をしまして、いわき市としての考え方を提示していき

たいと考えているところであります。また、先ほど事務局の方か

らご説明申し上げましたとおり、まだ地域生活支援拠点について

の考え方、詳細が、私どもの方でもまだ不明確なところがござい

ます。小規模の施設とのかね合い、つまり、小規模施設の中で施

設の定員を増やせないという課題があります。あとは、地域生活

支援拠点の捉え方にはいろいろ国から情報が下りてこないと進め

にくいという所もありますので、そういった情報が市の方に示さ

れてきましたら、委員の皆さまにもお示ししながら検討していき

たいなと考えている所でございます。 

委   員  アバウトな事は出てますよ。例えば、定員が何名とか相談支援

機能をつけるとか。何かそういうやつがあるはずなんですよね。

アバウトな計画が出てるんですよ。ですから、その辺を精査して

いただいて、定員 20名というふうに聞いておりますので、できま

したら、やっぱりいわき市は広いですので、何か所かをお願いで

きればと考えております。 

議   長  いろんなご意見踏まえながら、自立支援協議会の中でもきちっ

と議論していただくという事で。その他何かございますか。 

委   員  今度は義務付けられるという話から資料２の別添のところで福

祉計画の作成について、という事でいわゆる作成にあたって「円

滑な計画作成に配慮いただきます」、それから「第４期障害福祉計

画作成にあたりご配慮のほどよろしくお願い申し上げます」と書

いてあるんです。今度の策定にあたって、この中身が基本的に重

要視されるという理解をしていいのか。 
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事 務 局  只今、●●委員がおっしゃいましたのは国からの通知の冒頭部

分でございます。国からの通知という事ですので、こういった定

義を十分に踏まえながら各自治体において障害福祉計画を策定し

てほしい、という事ですので、ここに示された内容については十

分に私どもの方でも踏まえて議論していく必要がある。今回資料

として、こちらの方をある程度要点を整理したような形で先ほど

ご説明したような中身が、それぞれのポイントという事になろう

かと思いますので、重ねて今後お持ち帰りいただいてご覧いただ

くときの参考にしていただければと思います。 

委   員  今の質問に合わせて、ここの中に基幹相談支援センターという

項目があるわけですが、かつて、私質問した事があるのですが、

基幹相談支援センターというのが、いわゆる自立支援協議会の要

望の中にも基幹相談支援センターの設置方法や専門的職員の配置

に関する協議、事業実施への検証というのがあるんですが、これ

はそうすると、策定の数値目標の中に入っていくと理解していい

んですか。 

事 務 局  基幹相談支援センターそのものが数値目標という事にはなって

いないかと思います。ただ、委託相談支援事業のあり方の検討の

中で、そういった基幹相談支援事業をいわき市としてどのように

捉えていく必要があるのかという事を、障害福祉計画の中でも検

討していきたいと考えている所でございます。相談支援事業の検

討という事で基幹相談支援センターの設置についてのあり方等に

ついても検討して、その中には当然広域での箇所の問題とかもあ

ろうかとは思いますけれども、市としての考え方といったものも

どのように考えていくか、今回の福祉計画の中で障がい者計画の

中でもこれは検討していくと謳っているところですので、それを

具体化するものとしての福祉計画の中でも検討を重ねていかなけ

ればいけないところかなと思っております。 

議   長  ありがとうございました。他に何かありますか。質問形式では

なくて、その答えについて皆さんで情報を出し合っていろんな形

で共有するというのが一番大切なことですので。特に今回部会の

方から色々とご説明をいただきました。何かほかにご質問などあ

りましたらお願いします。 

委   員  １点目は、資料がもう少し早くくるといいなと。特に我々福祉

法人だと今がちょうど決算時期なんかに当たっているわけなんで

す。そうすると、これを読みこむ暇がない。そういう事でもう少
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し早く提供していただけると大変いい。2点目は、専門部会が一生

懸命頑張っておられるわけですが、福祉計画の策定の先ほどいく

つかの指針があったわけですが、そういう中身でやはり専門部会

で議論いただくのがいいのではないかなと思います。そこで議論

されたものが中間でもいいですので、こういう場所に話題を提供

していただけると我々としても議論が進むのではないかと思いま

す。さらに議論していく中で数の困難さというのですか。事業が

足りないとか、こういう困難があるとか出てくる。そうすると、

それは専門部会でただ話をするだけで終わってしまう。具体的に

実現するにはどうしたらいいのかという事で、我々事業者は何も

知らないわけです。自分のところの事業は、だいたいわかってい

るわけですが、全体的にいわき市内でどういうものがどれだけ少

ないのか。どういう困難性があるのかとか。そういう事はやはり

こういう場で具体的な議論がされるよう、そういう話題提供をし

ていただけると、会長が言うような、議論が深まっていくのでは

ないかと思いますので、ぜひ次回からそういう形でお願いできれ

ばと思います。 

議   長  ありがとうございました。資料を早めに発送していただきたい

という事、いろいろ議論された内容が、こういった中で少しオー

プンにして提示されればというような事、また困難事例を議論す

るのが全体会議の中での協議の１つのテーマとなっているわけな

ので、そういった意見をみんなで出していただいて情報を共有す

る。それが自立支援協議会の役目でもあります。他に何かありま

すか。 

委   員  これからちょっと考えていかないといけないなと思うのですが、

厚生労働省からのニュースを見ますと精神障がいの方で社会的入

院をしている方をできるだけ早く退院させなさいというような議

論が、今かなり出てきているんです。そうすると、受け皿とか支

援体制とか、それはどこでやっていくんだという問題が出てくる

だろうと思うんです。そのあたりも視野に入れながら、皆さんで

検討していただければありがたいと思います。 

議   長  ありがとうございました。部会の方でも少し議論してほしいと

思います。社会的入院をされている精神障がいの方の、地域移行

が義務付けされているので、受け皿の問題も含めて少し部会の方

で議論してほしいと思います。それでは協議事項については終了

したいと思います。その他について事務局から何かございました
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らお願いします。 

事 務 局 （資料 2-3各サービスについて資料に基づき説明） 

委   員 （特別支援学校分校について説明） 

議   長  ありがとうございました。では、特になければ、以上をもちま

して、本日の会議を終了いたします。ありがとうございました。 

 

Ⅳ 閉会 

 

 


